
令和３年度屋代保育園改築事業基本計画策定支援業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

１ 趣旨 

この要領は、「屋代保育園改築事業基本計画策定支援業務」の委託事業者を、公募型プ

ロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

屋代保育園改築事業基本計画策定支援業務 

  （２）業務内容 

     屋代保育園改築事業基本計画策定支援業務仕様書（別添１）及び屋代保育園 

 改築事業基本計画策定支援業務要領（別添２）のとおり 

（３）履行期間 

 契約締結日から令和４年３月２５日（金）まで 

  （４）業務委託料上限額 

１，８００千円（消費税及び地方消費税を含む） 

 

３ 担当部署 

  千曲市役所 次世代支援部 保育課 保育施設係 

  〒387-8511 

  長野県千曲市杭瀬下二丁目１番地 

  電話 ０２６－２７３－１１１１（内線１２５２） 

  FAX  ０２６－２７３－８０１１ 

  電子メールアドレス hoiku@city.chikuma.lg.jp 

 

４ 参加資格 

 プロポーザルに参加しようとする者は、下記に掲げるすべての要件を満たす者であるこ 

と。 

(1) 令和 3年 5月 13 日（木）までに「令和 2，3年度千曲市の物品購入等に係る競 

  争入札参加資格申請書」を提出し、物品購入等競争入札有資格者名簿に登載されて 

  いるものであり、参加希望業種において「大分類 19：その他の業務 中分類 38：

行政計画策定」で登録があること。 

(2)長野県内の営業所（本社・本店・支社営業所等）が令和 2,3 年度千曲市の物品購入

等に係る競争入札参加資格者であること。  



(3) 千曲市物品購入等に係る契約の競争入札参加者の資格、審査等に関する要綱（平成 

15 年 9 月 1 日制定告示 6号）の規定による停止措置を現に受けていないこと。 

(4) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の 4 の規定に該当していない 

こと。 

(5) 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立て、民事 

再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始の申立て又は破産法

（平成 16 年法律第 75 号）の規定による破産手続開始の申立てがされていないこと。 

ただし、会社更生法に基づく更生手続き開始の決定を受け、又は民事再生法に基づ 

く再生計画認可の決定（確定したものに限る。）を受けた場合は、この限りでない。 

(6) 事業者及びその代表者、役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法 

律（平成 3年法律 77 号）第 2条第 2項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。) 

及び同条第 6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団若しく 

は暴力団員と密接な関連を有すると認められる者でないこと。 

  （7）個人情報保護に関する法令等を遵守し、個人情報の個人情報の適切な管理体制が確 

立されていること。 

（8）過去 10 年以内に、国・地方公共団体等が発注する子ども・子育て支援事業計画等に携 

わった実績を有していること。 
 

５ 参加表明書等の提出 

  プロポーザルへの参加を希望する者は、次のとおり書類を提出すること。 

(1) 提出書類 

①参加表明書（様式第１号） 

②会社概要（任意様式） 

③参加資格に係る業務実績（任意様式） 

④個人情報保護・管理に関するマニュアル、ガイドライン等（任意様式） 

 （2）提出部数 

    １部 

 （3）提出期間 

    令和 3年 4月 27 日（火）から令和 3年 5月 13 日（木）17 時まで 

 （4）提出先 

    千曲市役所 次世代支援部 保育課 保育施設係 

    〒387-8511 

    長野県千曲市杭瀬下二丁目１番地  

 （5）提出方法 

    直接持参または郵送とする（期限必着） 

 

 



６ 質問及び回答 

  プロポーザルへの質問がある場合は、次のとおり質問書を提出すること。 

（１）提出書類 

質問書（様式２） 

（２）提出期間 

    令和 3年 4月 27 日（火）から令和 3年 5月 10 日（月）17 時まで 

（３）提出先 

    千曲市役所 次世代支援部 保育課 保育施設係 

    電子メールアドレス hoiku@city.chikuma.lg.jp 

 （４）提出方法 

    電子メールにより提出すること。送信後は、電話連絡により受信確認を行なうこ

と。なお、電話及び直接来庁による質問には応じないものとする。 

（５）回答方法 

    令和 3年 5月 12 日（水）17 時までに、市ホームページに掲載するものとする。 

 

７ 提案書等の提出依頼 

   参加表明書等の書類審査後、プロポーザルへの参加資格確認の結果及び提案書等の 

提出依頼について、令和 3年 5月 17 日（月）に、郵送及び電子メールにより通知す

る。 

 

８ 提案書等の提出 

  提案書等の提出依頼を受けた者は、次のとおり書類を提出すること。 

（１）提出書類 

企画提案書（任意様式） 

Ａ４版、縦使い、横書きとし、次の事項について記載すること。 

① 計画策定の実施方針 

屋代保育園改築事業基本計画策定支援業務にあたっての貴社の基本的な考え 

方、貴社が重視する視点、策定支援業務の特徴等について記述すること。 

②計画策定支援の内容と方法 

 現状把握や課題の整理方法等、計画策定支援業務全般についての業務内容を提

案すること。（屋代保育園改築事業基本計画策定支援業務仕様書参照） 

③業務実施体制 

 業務責任者・担当者等の構成・役割、担当者の経歴・経験年数・関連計画の策

定実績について記載すること。 

④業務スケジュール表 

 スケジュールを提案すること。 



⑤基本計画策定検討委員会への関与、提言について記述すること。 

⑥見積書 

委託業務に係る全ての経費の見積書及び内訳書。様式は任意とする。 

⑦その他提案事項 

（２）提出部数 

正本１部、副本５部（正本１部以外はコピー可） 

（３）提出期間 

令和 3年 5月 18 日（火）から令和 3年 5月 28 日（金）17 時まで 

（４）提出方法 

郵送又は持参とする。郵送の場合は書留郵便等で送付し、電話で到着の確認をと 

ること。持参の場合は、提出期限日までの市役所開庁日（日曜開庁日を除く）に 

おいて、8時 30 分から 17 時 15 分までの間のみ受付。 

（５）提出先 

千曲市役所 次世代支援部 保育課 保育施設係 

    (住所) 〒387-8511 長野県千曲市杭瀬下二丁目１番地 

    (電話) 026-273-1111 内線 1252 

 

９ 説明会、プレゼンテーション 

  本業務についての説明会は実施しない。 

  本業務についてのプレゼンテーションを実施する。 

 

１０ 事業者の選考方法 

（１）書類選考 

次世代支援部内に設置する審査委員会において、評価及び選定を行う。 

参加事業者ごとに、下の（４）審査基準及び配点に基づき評価し、評価が上位の

者を契約予定事業者として選定する。最高得点者の者が複数となった場合は、見

積額がより廉価であった者を契約予定事業者とし、さらに見積額が同額であった

場合は、審査委員会の投票で決定する。 

なお、参加事業者が１社であっても、本プロポーザルは成立するものとするが、 

選定については、審査委員会で決定するものとする。 

（２）審査過程の非公開 

   審査委員会は、非公開とする。 

（３）審査結果（合否）については、後日参加業者すべてに通知する。 

（４）審査基準及び配点 

各審査委員は、次の表に基づき採点を行う。 

 



屋代保育園改築事業基本計画策定支援業務にかかる公募型プロポーザル採点表 

   評価項目 評価基準 配点 

１計画策定に係る提案内容（配点６５点） 

計画策定についての提

案 

計画策定に対する基本的な考え方、計画策定の提案は的

確か 
 20 

現状の分析・整理 現状分析の手法や整理の方法は的確か  15 

保育施設規模の設定 保育施設規模の導き方は的確か  10 

保育園整備のイメージ

の導出 

保育サービスの方針の検討手法、必要な施設の機能、規

模、計画基準の設定方法は的確か 
 10 

協議会等についての提

案 
基本計画検討委員会への関与、運営について的確か  10 

２業務スケジュール及び要員体制（配点１０点） 

業務スケジュール 
スケジュールの設定や期間は妥当であるか。また明確な

ものであるか 
  5 

要員体制 要員が十分に確保されて、柔軟な対応が可能か   5 

３総括責任者、主任・担当研究員（配点１０点） 

資格・経験年数等 
総括責任者、主任・担当研究員の資格・経験年数に問題

はないか 
  5 

実績・手持ち件数 
総括責任者、主任・担当研究員の実績は十分か。また手

持ち件数は適度か 
  5 

４類似業務の実績（配点１０点） 

実績 
過去１０年間に子ども・子育て支援事業計画等に携わっ

た実績・経験があるか 
 10 

５見積書（配点５点） 

見積金額 業務提案内容に対し、見積金額は妥当か   5 

合  計（審査員 1人持ち点） 100 

※評価点は「配点×評価」とする。 

※評価は、Ａ：優秀である(1.0)、Ｂ：満足できる(0.8)、Ｃ：平均的である(0.6)、 

Ｄ：物足りなさを感じる(0.4)、Ｅ：まったく満足でない(0.2)とする。 

 

 

 

 



１１ スケジュール 

内     容 期  限  等 

プロポーザル実施要領の公表・配布 令和 3年 4月 27 日(火) 

参加表明書等受付期間 令和 3 年 4 月 27 日（火）から令和 3 年 5 月 13

日（木）17 時まで 

質問書の受付期限 令和 3 年 4 月 27 日（火）から令和 3 年 5 月 10

日（月）17 時まで 

質問に対する回答 令和 3年 5月 12 日（水）17 時まで 

参加資格確認結果通知及び提案書等提出

依頼 

令和 3年 5月 17 日（月） 

 

企画提案書等の提出期限 

 

令和 3 年 5 月 18 日（火）から令和 3 年 5 月 28

日（金）17 時まで 

 

プレゼンテーション 令和 3年 6月上旬 

審査委員会 令和 3年 6月上旬予定 

選定結果通知送付 令和 3年 6月中旬予定 

契約締結 令和 3年 6月中旬予定 

 

１２ その他 

(1)提出された提案書及び添付書類については返却しない。 

(2)提案書の作成及び提出、プレゼンテーションにかかる費用は、貴社の負担とする。 

(3)提出された書類の変更は、原則として認めない。 

 


